
●�対象者　市内在住で保育園・幼稚園年長児に相
当する年齢の幼児

●�期間　平成２９年３月３１日まで（接種医療機関で
の接種可能期間内）

　できるだけ、夏休みまでに接種を終了しましょう。
●実施医療機関・予約方法
　�　医療機関により異なります。健診（検診）カレ
ンダーをご確認ください。
●費用　無料

●持ち物
　◦�予診票・母子健康手帳・健康保険証等 ( 本人
確認ができるもの）

　◦保護者以外が同伴する場合は市指定の委任状
※�委任状が必要な方は、健康推進課へご連絡くだ
さい
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付
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８
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カ
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◦
印
鑑

大切なお子さんを感染から守る
麻しん・風しん混合予防接種

健康推進課　母子保健係　
☎６５‐０７３６／ ６３‐４５９１

問い合わせ

◦市・県民税、国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税に関すること
　税務課　☎６５-０６７９／ ６３-４５７４
◦介護保険料に関すること　長寿福祉課　 ☎６５-０６９８／ ６３-４０８５
◦後期高齢者医療保険料に関すること　保険年金課 ☎６５-０６８９／ ６３-４６１８
◦納税に関すること　滞納債権対策課 ☎６５-０６８2／ ６３-４５７４

問い合わせ

　麻しん（はしか）と風しんは感染力が大変強く、感染すると高熱が続き、脳炎など重篤な合併症をおこすこ
とがあります。特に麻しんウイルスは感染すると、免疫機能の低下をきたすために、二次感染による肺炎や
中耳炎を併発することも多くあります。
　対象年齢の皆さんには、早期接種をお勧めします。大切なお子さんが感染しないように２回目の予防接種
を受けましょう。
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上
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に
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納付書の送付方法が変わります
　これまで、各税・保険料の納付書は、納期限月にあわせて送付していましたが、平成２８年度からは下表の
とおり、年度当初に全期・期別納付書をまとめて送付します。
※全期納付書：年度納付分を一括して払う納付書、期別納付書：年度納付分を分割して払う納付書

◦固定資産税の納付書は、５月に全期（一括納付）と期別（１期～４期）をまとめて送付します。
◦市・県民税の納付書は、６月に全期（一括納付）と期別（１期～４期）をまとめて送付します。
◦国民健康保険税・介護保険料の納付書は、４月に１期～３期、７月に４期～１２期をまとめて送付します。
◦後期高齢者医療保険料の納付書は、７月に７月分～翌年３月分をまとめて送付します。

�【お願い】期別で納められる場合は、各期の納期限まで納付書を保管いただきますようお願いします。

平成２８年度　各税・保険料納付書送付月一覧
固定資産税 市・県民税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料送付月 介護保険料
４月 １期～３期
５月 全期・１期～４期 全期
６月 全期・１期～４期
７月 ４期～１２期 ７月分～翌年３月分

●
日
程　

８
月
14
日（
日
）～
15
日（
月
）

●
会
場　
日
本
武
道
館（
東
京
都
）

●
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集
対
象
者

　

�　
戦
没
者（
原
爆
、
一
般
戦
災
死
没
者
を
含
む
）の
原
則
と
し
て
配

偶
者
、
子
、
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
孫
で
県
内
在
住
の
方
。

　
※
１
泊
２
日
の
団
体
行
動
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き
る
方

●
募
集
人
数　
50
人
程
度

　
※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
の
う
え
、６
月
下
旬
に
通
知
し
ま
す
。

●
参
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費

　

�　
５
，
０
０
０
円
程
度　
※
介
助
者
の
参
加
費
用（
交
通
費
、
宿

泊
費
な
ど
）は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
募
集
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５
月
１
日（
日
）～
31
日（
火
）

●
応
募
方
法

　

�　
は
が
き
に
①
参
加
希
望
者
の
住
所
、
郵
便
番
号
、
氏
名（
ふ
り

が
な
）、
生
年
月
日
、
性
別
、
戦
没
者
と
の
続
柄
、
電
話
番
号
、

戦
没
者
の
氏
名（
ふ
り
が
な
）、
戦
没
時
の
本
籍
都
道
府
県
、
陸
軍・

海
軍
の
別
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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